
令和６年５月１６日 

 

奈良県産業部 

産業創造課長 

 

質問回答書 

 

次の業務について下記のとおり回答します。 

 

 業 務 名：工業団地脱炭素化推進業務委託 

 

NO. 質問内容 回答内容 

 

１ 

現状、弊社は奈良県入札参加資格を持

っていないのですが、５月 10（金）に

参加資格申請書を郵送いたします。5

月 29 日までに登録は完了されている

と考えてよろしいでしょうか。 

5月29日までに完了されていなかった

場合は企画提案書提出後でも失格と

なるのでしょうか。 

奈良県物品購入等競争入札参加資格に

つきましては、申請書を受理してから

資格審査の結果を通知し、通知の翌日

から登録が有効となります。 

そのため、5 月 28 日（火）までに審査

結果の通知がない場合は、奈良県物品

購入等競争入札参加資格がなく、参加

資格を満たさないため、企画提案書提

出後であっても失格となります。 

なお、申請書受理から審査結果の通知

まで通常 3 週間程度を要します。 

 

奈良県物品購入等競争入札参加資格審

査の申請に関する詳細は、奈良県会計

局総務課調達契約係 HP

（https://www.pref.nara.jp/12181.h

tm#teishutu1）をご確認ください。 

 

２ 

奈良県様と協議のうえ、アンケート先

5000 社が決まった後について、企業の

連絡先メールアドレスは頂けるので

しょうか。それとも各自で調べるので

しょうか。 

アンケート対象企業の連絡先の取得方

法につきましては、企画提案書におい

て提案していただき、委託業務開始後

に提案内容に基づいて、受託者と協議

いたします。 
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